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〈生活アンケート実施～安心できる時間・安心できる仲間を大切に～〉 
 テスト最終日に「学校生活・いじめについてのアンケート」を実施します。学校は、誰もが安心・安全に生

活を送れるようになることをめざしており、みなさんの生活がより良いものとなるために実施します。また

「いじめ」について、他人事ととらえるのではなく、一人ひとりの問題として考える機会をつくる目的もあり

ます。本校の「いじめに対する基本方針」は次の通りです。 
 

『令和５年度 堺市立原山台中学校いじめ防止対策基本方針』より一部抜粋。 

「いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子どもにも起こり得る」という認識を持ち対応する。 

（１）いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対にゆるさない」学校をつくる。 

（２）いじめられた子どもの立場に立ち、出来る限りの支援を行い、絶対に守り通す。 

（３）いじめをした子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。 

（４）保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。 
 

    原中生のみなさんも次のような認識を持ってください。     
 

➢ 「いじめは人間として絶対に許されない」こと！ 

どのような社会にあっても、いじめは許されない、いじめる側が悪いということ。また、いじめをはやし立て

たり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないこと。 

 

➢ 「いじめを大人に伝えることは正しい行為」であること！ 

いじめを告げたことによって、いじめられるおそれがあると考えている場合、学校はその人を徹底して守り通

します。不安なことや心配なことは、悩みすぎてしんどくならないよう、家族・友達・先生あるいは専門機関

などに、まずは相談してください。 

 

➢ 「お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする態度」を持つこと！ 

一人ひとりを尊重することが一人ひとりを思いやることにつながります。また安心できる時間・安心できる仲

間がいることでより充実した生活につながります。 

 

◆これらの認識を持つことで「いじめ」について、他人事ではなく、自分事としてとらえる機会としてくださ

い。誰一人取り残さない学校をともにつくっていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

令和４年度生徒会が啓発してく

れたものです。 

《文字》だけのやりとりで嫌な

思いをさせていないかを考えさ

せてくれる標語です。 


